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１　国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

1 01 01 01 国民健康保険一般管理事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険一般管理事業》

79,274 　国民健康保険の健全運営を
図るため、国民健康保険団体
連合会の共同電算処理を活用
するなどし、国民健康保険事
業を適正かつ円滑に運営す
る。

　国民健康保険会計の一般管
理費を適正に執行するととも
に、国民健康保険団体連合会
へ業務委託等に係る負担金を
支払う。

・医療費通知の発送
・後発医薬品差額通知の発送
・レセプトの点検
・国民健康保険団体連合会共
同電算処理等に係る負担金の
支払い

2 01 01 02 連合会事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険一般管理事業》

1,312 　国民健康保険の健全運営を
図るため、国民健康保険団体
連合会の共同電算処理を活用
するなどし、国民健康保険事
業を適正かつ円滑に運営す
る。

　国民健康保険団体連合会へ
負担金を支払う。

　国民健康保険団体連合会へ
の負担金の支払い

3 01 02 01 国民健康保険税賦課徴収事
業
【国保年金課】

14,036 　国民健康保険の健全運営を
図るため、国民健康保険税の
公平かつ公正な賦課徴収を行
う。

　国民健康保険税条例に基づ
き、適正かつ効率的な国民健
康保険税の賦課徴収を行う。

・国民健康保険税の円滑な賦
課徴収
・未申告世帯に対する所得把
握の徹底
・口座振替の推奨
・未就学児被保険者の均等割
軽減
・妊産婦の所得割及び均等割
の免除

4 01 03 01 国民健康保険運営協議会事
業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険一般管理事業》

242 　国民健康保険事業及び直営
診療所に関する重要事項を審
議し、もって、国民健康保険
事業等を適正、健全かつ円滑
に運営する。

　国民健康保険事業の運営に
関する重要事項を審議するた
めの組織を適正に運営する。

　国保運営協議会の開催

5 02 01 01 療養給付事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：保
険給付事業》

7,600,000 　国民健康保険の健全運営を
図るため、被保険者の医療機
関での受診費用のうち、保険
者が負担する保険給付分を適
正に支払う。

　国民健康保険被保険者が医
療機関等で受診した際の費用
のうち、保険者が負担する保
険給付分を医療機関等に支払
う。

　療養給付に係る保険者負担
金の支払い

6 02 01 02 療養費支給事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：保
険給付事業》

65,200 　国民健康保険の健全運営を
図るため、被保険者の医療機
関での受診費用のうち、保険
者が負担する保険給付分を適
正に支払う。

　国民健康保険被保険者の療
養費に係る保険者負担金を支
払う。

　療養費に係る保険者負担金
の支払い

7 02 01 03 診療報酬審査委託事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：保
険給付事業》

16,608 　国民健康保険の健全運営を
図るため、被保険者の医療機
関での受診費用のうち、保険
者が負担する保険給付分を適
正に支払う。

　診療報酬の審査支払事務に
ついて国民健康保険団体連合
会へ委託し、迅速・適正かつ
公平な処理を行う。

　レセプト審査支払委託手数
料の支払い

8 02 02 01 高額療養費支給事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：保
険給付事業》

1,220,000 　国民健康保険の健全運営を
図るため、被保険者の医療機
関での受診費用のうち、保険
者が負担する保険給付分を適
正に支払う。

　国民健康保険被保険者の高
額療養費に係る保険者負担金
を支払う。

　高額療養費に係る保険者負
担金の支払い

9 02 02 02 高額介護合算療養費支給事
業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：保
険給付事業》

1,300 　国民健康保険の健全運営を
図るため、被保険者の医療機
関での受診費用のうち、保険
者が負担する保険給付分を適
正に支払う。

　国民健康保険被保険者の高
額介護合算療養費に係る保険
者負担金を支払う。

　高額介護合算療養費に係る
保険者負担金の支払い

10 02 03 01 移送費支給事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：保
険給付事業》

200 　国民健康保険の健全運営を
図るため、被保険者の医療機
関での受診費用のうち、保険
者が負担する保険給付分を適
正に支払う。

　国民健康保険被保険者の移
送費に係る保険者負担金を支
払う。

　移送費に係る保険者負担金
の支払い

11 02 04 01 出産育児一時金支給事業
【国保年金課】

32,014 　出産育児一時金を支給し、
出産に要すべき費用の経済的
負担の軽減を図る。

　国民健康保険被保険者が出
産した場合、出産育児一時金
として最大48万8千円（産科医
療補償制度加入者は50万円）
を国民健康保険団体連合会を
通じ、原則として医療機関へ
直接支払う。

　出産育児一時金の支給
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№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

12 02 05 01 葬祭費支給事業
【国保年金課】

12,000 　国民健康保険被保険者の経
済的負担を軽減するため、葬
祭費を適正に支給する。

　国民健康保険被保険者が死
亡した際、その葬祭執行者に
対し、葬祭費5万円を支給す
る。

　葬祭費の支給

13 03 01 01 医療給付費納付事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険事業費納付金納
付事業》

2,084,538 　国民健康保険事業の県単位
化により策定された「埼玉県
国民健康保険運営基本方針」
に基づき、国民健康保険の健
全性を確保し、将来にわたり
安定した持続可能な制度運営
を図る。

　国民健康保険被保険者の医
療給付費分に係る国民健康保
険事業費納付金を県に納付す
る。

　国民健康保険事業費納付金
の支払い

14 03 02 01 後期高齢者支援金納付事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険事業費納付金納
付事業》

740,367 　国民健康保険事業の県単位
化により策定された「埼玉県
国民健康保険運営基本方針」
に基づき、国民健康保険の健
全性を確保し、将来にわたり
安定した持続可能な制度運営
を図る。

　国民健康保険被保険者の後
期高齢者支援金等分に係る国
民健康保険事業費納付金を県
に納付する。

　国民健康保険事業費納付金
の支払い

15 03 03 01 介護納付金納付事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険事業費納付金納
付事業》

219,535 　国民健康保険事業の県単位
化により策定された「埼玉県
国民健康保険運営基本方針」
に基づき、国民健康保険の健
全性を確保し、将来にわたり
安定した持続可能な制度運営
を図る。

　国民健康保険被保険者の介
護納付金に係る国民健康保険
事業費納付金を県に納付す
る。

　国民健康保険事業費納付金
の支払い

16 03 04 01 子ども・子育て支援納付金
納付事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険事業費納付金納
付事業》

66,319 　国民健康保険事業の県単位
化により策定された「埼玉県
国民健康保険運営基本方針」
に基づき、国民健康保険の健
全性を確保し、将来にわたり
安定した持続可能な制度運営
を図る。

　国民健康保険被保険者の子
ども・子育て支援納付金に係
る国民健康保険事業費納付金
を県に納付する。

　国民健康保険事業費納付金
の支払い

17 04 01 01 財政安定化基金拠出金事業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：国
民健康保険一般管理事業》

1 　国民健康保険の健全運営を
図る。

　特別な事情(災害や景気変
動)が発生した県内市町村に対
し、国・県・県内市町村で1/3
ずつ拠出し合い、国民健康保
険事業の財政の安定化を図
る。

　県が設置する財政安定化基
金への拠出

18 05 01 01 国民健康保険保養施設利用
助成事業
【国保年金課】

1,050 　国民健康保険の健全運営を
図るため、保養施設利用助成
を実施することにより、被保
険者の疾病の予防及び健康の
維持・増進を図る。

　被保険者に対する保養施設
利用料金（年度内1泊が限度）
の助成を行う。
【助成額】
・大人（中学生以上）
            1泊3,000円
・小人（小学生のみ）
            1泊1,500円

・40歳以上の被保険者につい
ては国保健診(特定健診)の受
診を条件とし、宿泊日数上限1
泊
・埼玉県国民健康保険団体連
合会への保養施設利用負担金
の支払い

19 05 01 02 国民健康保険人間ドック・
脳ドック利用助成事業
【国保年金課】

24,940 　国民健康保険に加入する市
民の病気を予防するため、人
間ドック・脳ドック受診に係
る負担軽減を実施する。

　国民健康保険被保険者に対
する人間ドック・脳ドックの
利用助成を行う。
助成額
　人間ドック　20,000円
　脳ドック　  20,000円
　併診ドック　30,000円
　※脳ドック及び併診ドック
は済生会加須病院のみ対象

・人間ドック利用助成の実施
・脳ドック利用助成の実施
・併診ドック利用助成の実施
・ドック利用助成事業につい
ての周知（広報紙、ホーム
ページ、窓口掲示等）

20 05 02 01 特定健康診査等事業
【いきいき健康医療課】

88,153 　国民健康保険に加入する市
民の病気を予防するため、内
臓脂肪型肥満に着目した健診
や保健指導を実施し、対象者
への早期介入・行動変容につ
なげる。

　国民健康保険被保険者のう
ち、40歳から74歳までの方を
対象とした特定健康診査を実
施する。
　また、特定健康診査の結果
から指導が必要な受診者を情
報提供レベル、動機付け支援
レベル、積極的支援レベルに
階層化し、そのレベルに合わ
せた特定保健指導を実施す
る。

・受診券の送付
・特定健康診査（個別・集

 団）の実施
 ・特定保健指導の実施

・「健康診断受診率向上特別
対策ＰＴ」による受診率向上
に向けた全庁的な取組みの実

 施
（人工知能を活用した受診率
向上対策、集団健診の回数や
内容等の改善による受診率向
上等）
・診療情報提供事業の実施
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№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

21 05 03 01 糖尿病性腎症重症化予防対
策事業
【いきいき健康医療課】

7,500 　国民健康保険の健全運営を
図るため、県内市町村が協力
し、人工透析に移行すると高
額な医療費がかかる糖尿病性
腎症の重症化を予防し、医療
費の抑制に努める。

  

　特定健康診査受診者の検査
結果から、糖尿病性腎症の疑
いがある被保険者に対し、受
診を促すとともに、レセプ
ト・特定健康診査のデータか
ら糖尿病性腎症の病期が2～4
期の患者を対象に保健指導を
実施する。

  

　国保連共同事業：生活習慣
病重症化予防対策事業の実施

  

22 06 01 01 保険税還付事業
【国保年金課】

16,000 　国民健康保険税の更正によ
る減額等に係る過納金を還付
する。

　当該年度以前に納付された
被保険者に係る国民健康保険
税の過納金を還付する。

　国民健康保険税過納金の還
付

23 06 01 02 償還金
【国保年金課】

3 　補助金等の精算に伴う償還
金を遅滞なく適正に償還す
る。

　当該年度以前に交付された
国・県補助金等の精算に伴う
償還金を支払う。

　償還金の支払い

24 06 01 03 保険税還付加算事業
【国保年金課】

500 　国民健康保険税の還付に伴
う還付加算金を適正に支払
う。

　被保険者に係る国民健康保
険税還付金に対して法令に基
づく還付加算金を支払う。

　還付加算金の支払い

25 06 02 01 国民健康保険直営診療所特
別会計繰出事業
【国保年金課】

7,538 　医療体制の推進を図るた
め、機器を更新する。

　機器更新に係る繰出金の支
出

　機器更新に係る費用の一部
を支給（特別調整交付金）

26 07 01 01 予備費
【国保年金課】

3,500 　予算外の支出又は予算超過
の支出に充てるため、歳出予
算に計上する。

　不測の事態が生じた場合、
予備費充用により対応する。

　予算外の支出又は予算超過
の支出に対する充用
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２　後期高齢者医療特別会計

（単位：千円）

№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

1 01 01 01 後期高齢者医療一般管理事
業
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：後
期高齢者医療一般管理事
業》

8,588 　後期高齢者医療事業を円滑
に実施し、保険財政基盤の安
定化を図る。

　後期高齢者医療保険の加入
資格に関する事務全般、医療
給付や葬祭費等の受付を行
う。事務経費の一部に一般会
計からの繰出金を充当。

・被保険者資格（取得・喪
失）に関する届出の受付
・資格確認書等の一斉送付
・資格確認書等の随時交付
・医療給付等の窓口業務

2 01 01 02 後期高齢者保養施設利用助
成事業
【国保年金課】

1,500 　元気な高齢者を支援するた
め、後期高齢者の保養施設の
利用に際し、宿泊費の助成を
行う。

　保険料などの滞納がない被
保険者が、保養施設に宿泊し
た際、宿泊費の一部（年間１
泊まで3,000円、健康診査受診
等の要件有り）を助成する。

 ・保養施設宿泊費の助成
・広報紙やホームページなど

 によるＰＲ
 ・保養施設一覧表の窓口配備

3 01 01 03 後期高齢者人間ドック・脳
ドック利用助成事業
【国保年金課】

10,900 　元気な高齢者を支援するた
め、後期高齢者の人間ドッ
ク・脳ドック受診に係る金銭
的負担を軽減する。

　後期高齢者医療被保険者に
対する人間ドック・脳ドック
の利用助成を行う。
【助成額】
　人間ドック　20,000円
　脳ドック　　20,000円
　併診ドック　30,000円
　※ 脳ドック及び併診ドック
は済生会加須病院のみ対象

・人間ドック、脳ドック、併
診ドック利用助成の実施
・制度のＰＲ(保険料決定時に
案内同封・ホームページ掲載)

4 01 02 01 後期高齢者医療保険料徴収
事業
【国保年金課】

19,676 　後期高齢者医療保険料を確
実に収納することにより、広
域連合の保険財政基盤の安定
を図る。

　保険料は、原則として特別
徴収（年金天引き）の方法に
より、年6回（偶数月）に分け
て徴収する。
　特別徴収以外の普通徴収の
場合、納付書または口座振替
により、年8回（7月～2月）に
分けて徴収する。

・保険料改正（広域連合）
・被保険者情報の年次更新（7
月）
・資格確認書、資格情報のお
知らせの交付
・保険料決定通知書の送付
・納付書の送付（令和8年度か
らＱＲ導入予定）
・督促状（令和8年度からハガ
キへ変更予定）、催告書等の
発送
・電話催告、臨宅徴収、滞納
処分の実施

5 02 01 01 後期高齢者医療広域連合納
付金
【国保年金課】

《総合振興計画事業名：後
期高齢者医療一般管理事
業》

2,243,236 　後期高齢者医療事業を円滑
に実施し、保険財政基盤の安
定化を図る。

　広域連合へ徴収保険料を納
付する。低所得者や被用者保
険の被扶養者に対する保険料
軽減分の１/4相当額を一般会
計から繰出し、広域連合へ納
付する。

 ・徴収保険料の納付
・保険基盤安定負担金の納付

6 03 01 01 還付金
【国保年金課】

4,000 　後期高齢者医療保険料の更
正による減額等に係る過納金
を還付する。

　当該年度以前に納付された
後期高齢者医療被保険者に係
る後期高齢者医療保険料の過
納金を還付する。

　後期高齢者医療保険料過納
金の還付

7 03 01 02 還付加算金
【国保年金課】

100 　後期高齢者医療保険料の還
付に伴う還付加算金を適正に
支払う。

　後期高齢者医療被保険者に
係る後期高齢者医療保険料還
付金に対して法令に基づく還
付加算金を支払う。

　還付加算金の支払い

8 04 01 01 予備費
【国保年金課】

1,000 　予算外の支出又は予算超過
の支出に充てるため、歳入歳
出予算に計上する。

　不測の事態が生じた場合、
予備費充用により対応する。

　予算外の支出又は予算超過
の支出に対する充用
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３　介護保険事業特別会計

（単位：千円）

№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

1 01 01 01 高齢者支援計画策定事業
【高齢介護課】

2,642 　高齢者が福祉・保健・医療
サービスをより効果的に利用
できるよう、市の高齢者保健
福祉施策の理念と方向性を示
す。

　本市における高齢者支援に
係る理念や施策の方向性等を
定めた加須市高齢者支援計画
を策定する。

　令和9年度から令和11年度ま
でを計画期間とする第6次高齢
者支援計画を策定

2 01 01 01 高齢者支援計画進行管理事
業
【高齢介護課】

321 　高齢者福祉施策及び介護保
険事業の円滑な実施を図るた
め、第5次高齢者支援計画（計
画期間：令和6年度～令和8年
度）に基づく施策を総合的・
計画的に推進する。

　計画の着実な達成と円滑な
運営を行うため、計画に基づ
く事業の実施状況の点検、評
価等を行う。

・事業の実施状況の点検、評
価等
・介護保険運営協議会の運営
・高齢者相談センター及び地
域密着型サービス運営委員会
の運営

3 01 01 01 介護人材確保対策事業
【高齢介護課】

1,427 　長寿化に伴う介護需要の増
加に対応するため、介護職員
を確保し市民に良質な介護
サービスを安定的に提供する
体制の構築を図る。

　多様な人材の介護分野への
参入促進や、介護資格の取得
支援等により、市内の介護施
設等に従事する介護人材を確
保する。

・介護に関する入門的研修等
 の実施

・介護資格の取得に対する助
 成

・介護の仕事に関する普及啓
発

4 01 01 01 介護保険一般管理事業
【高齢介護課】

15,010 　高齢者の自立支援を推進す
るため、介護保険事業を安定
的、効率的に運営する。

　介護保険電算システムの維
持管理、事務用品の調達など
介護保険の運営に係る一般的
な事務を行う。

 ・事務用品購入
 ・各種通知の作成、発送

・システム運用

5 01 02 01 介護保険料賦課徴収事業
【高齢介護課】

13,409 　介護保険給付費及び地域支
援事業の財源の一部を確保す
る。

　介護保険法第129条に基づ
き、第1号被保険者（65歳以
上）の介護保険料の賦課及び
徴収を行う。特に普通徴収対
象者に対し、口座振替を推奨
する。

・第1号被保険者に係る介護保
険料の賦課、徴収
・65歳年齢到達者への保険料
口座振替推奨文書の送付

6 01 03 01 介護認定審査会事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護認定事業》

23,319 　高齢者が介護保険の給付を
受けるため、介護の必要の程
度（要介護度）を決定する。

　要介護認定申請に基づき、
訪問調査や主治医意見書の取
得、認定審査会に係る事務を
行い、認定審査会で認定した
介護度を申請者へ通知する。

・認定審査会の開催と要介護
 度の認定

 ・認定審査委員研修への参加

7 01 03 02 認定調査事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護認定事業》

83,389 　高齢者が介護保険の給付を
受けるため、介護の必要の程
度（要介護度）を決定する。

　要介護認定申請に基づき、
訪問調査や主治医意見書の取
得、認定審査会に係る事務を
行い、認定審査会で認定した
介護度を申請者へ通知する。

・認定調査の実施及び必要資
 料の収集

・主治医意見書の依頼及び取
 得

・認定調査員研修への参加

8 02 01 01 居宅介護サービス給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

3,826,398 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く居宅介護
サービス費用の保険給付

9 02 01 02 特例居宅介護サービス給付
事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く特例居宅
介護サービス費用の保険給付
（償還払い分）
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№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

10 02 01 03 地域密着型介護サービス給
付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

931,780 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く地域密着
型介護サービス費用の保険給
付

11 02 01 04 特例地域密着型介護サービ
ス給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く特例地域
密着型介護サービス費用の保
険給付（償還払い分）

12 02 01 05 施設介護サービス給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

4,179,347 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く施設介護
サービス費用の保険給付

13 02 01 06 特例施設介護サービス給付
事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く特例施設
介護サービス費用の保険給付
（償還払い分）

14 02 01 07 居宅介護福祉用具購入事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

14,762 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く居宅介護
福祉用具購入費用の保険給付

15 02 01 08 居宅介護住宅改修事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

26,445 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く居宅介護
住宅改修費用の保険給付

16 02 01 09 居宅介護サービス計画給付
事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

470,651 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　居宅介護サービス計画費用
の保険給付
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№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

17 02 01 10 特例居宅介護サービス計画
給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　特例居宅介護サービス計画
給付費用の保険給付（償還払
い分）

18 02 02 01 介護予防サービス給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

85,145 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く介護予防
サービス費用の保険給付

19 02 02 02 特例介護予防サービス給付
事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く特例介護
予防サービス費用の保険給付
（償還払い分）

20 02 02 03 地域密着型介護予防サービ
ス給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

7,717 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く地域密着
型介護予防サービス費用の保
険給付

21 02 02 04 特例地域密着型介護予防
サービス給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く特例地域
密着型介護予防サービス費用
の保険給付（償還払い分）

22 02 02 05 介護予防福祉用具購入事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

3,745 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く介護予防
福祉用具購入費用の保険給付

23 02 02 06 介護予防住宅改修事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

16,595 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　利用者負担を除く介護予防
住宅改修費用の保険給付
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24 02 02 07 介護予防サービス計画給付
事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

24,049 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　介護予防サービス計画費用
の保険給付

25 02 02 08 特例介護予防サービス計画
給付事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　特例介護予防サービス計画
費用の保険給付(償還払い分)

26 02 03 01 介護報酬審査委託事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

5,635 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　国民健康保険団体連合会へ
の利用者負担を除く介護(予
防）サービス費用の保険給付
に係る審査支払手数料の支払
い

27 02 04 01 高額介護サービス事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

247,889 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要介護認定者の保険対象
サービスの1ヶ月の自己負担額
が負担限度額を超えた場合の
超過分に係る払い戻し

28 02 04 02 高額介護予防サービス事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要支援認定者の保険対象
サービスの1ヶ月の自己負担額
が負担限度額を超えた場合の
超過分に係る払い戻し

29 02 05 01 高額医療合算介護サービス
事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

33,867 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要介護認定者の医療費と介
護保険対象サービスの自己負
担額の1年分を合算した額が、
負担限度額を超えた場合の超
過分に係る払い戻し

30 02 05 02 高額医療合算介護予防サー
ビス事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要支援認定者の医療費と介
護保険対象サービスの自己負
担額の1年分を合算した額が、
負担限度額を超えた場合の超
過分に係る払い戻し
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31 02 06 01 特定入所者介護サービス事
業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

371,580 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要介護認定を受けてショー
トステイ、施設サービスを利
用する低所得者の食費及び居
住費の軽減に係る保険給付

32 02 06 02 特例特定入所者介護サービ
ス事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要介護認定を受けてショー
トステイ、施設サービスを利
用する低所得者の食費及び居
住費の軽減に係る保険給付
（償還払い分）

33 02 06 03 特定入所者介護予防サービ
ス事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

625 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要支援認定を受けてショー
トステイを利用する低所得者
の食費及び居住費の軽減に係
る保険給付

34 02 06 04 特例特定入所者介護予防
サービス事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護保険給付事業》

1 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　要支援認定を受けてショー
トステイを利用する低所得者
の食費及び居住費の軽減に係
る保険給付（償還払い分）

35 03 01 01 介護保険給付費準備基金事
業
【高齢介護課】

7,396 　介護保険料の上昇軽減に充
てるため、「介護保険給付費
準備基金」への積立を行う。

　「介護保険給付費準備基
金」の適正管理（介護保険法
に基づく介護保険財政の決算
剰余金の積立、基金取崩し）
を行う。

・「介護保険給付費準備基
金」への積立
・「介護保険給付費準備基
金」取崩し(保険料上昇抑制
分）

36 04 01 01 介護予防・生活支援サービ
ス等事業
【高齢介護課】

183,878 　高齢者が要介護状態等にな
ることの予防又は要介護状態
の軽減若しくは悪化の防止を
図る。

　要支援状態にある高齢者に
対し、一人ひとりの健康状態
に応じた多様な訪問・通所
サービスを提供する。

・指定事業所による元気あっ
ぷ通所又は訪問サービスの提
供
・委託事業者による元気あっ
ぷ通所サービス（短期集中
型）の実施
・登録団体による元気あっぷ
訪問サービスの提供
・高額介護予防サービス費相
当事業費等の支給

37 04 01 02 介護予防ケアマネジメント
事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護予防ケアマネジメント事
業》

18,000 　高齢者が要介護状態等にな
ることの予防又は要介護状態
の軽減若しくは悪化の防止を
図り、高齢者が地域において
自立した日常生活を送ること
ができるようにする。

　国民健康保険団体連合会に
対し、介護予防ケアマネジメ
ントの実施に要した費用（負
担金）を支払う。

　国民健康保険団体連合会に
対する介護予防ケアマネジメ
ント事業費負担金の支払
い

38 04 01 03 介護報酬審査委託事業
【高齢介護課】

《総合振興計画事業名：介
護予防ケアマネジメント事
業》

432 　介護を必要とする高齢者
が、その能力に応じ自立した
日常生活を営むことができる
よう支援する。

　要介護認定者が必要なサー
ビスをサービス提供事業者か
ら受けた場合に利用者負担を
除くサービス費用を保険給付
する。
（国）施設20%、居宅25%
（県）施設17.5%、居宅12.5%
（市）施設12.5%、居宅12.5%
（保険料）1号被保険者23％
、2号被保険者27％

　国民健康保険団体連合会へ
の利用者負担を除く介護(予
防）サービス費用の保険給付
に係る審査支払手数料の支払
い
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39 04 02 01 筋力アップトレーニング事
業
【いきいき健康医療課】

2,956 　生活習慣病予防及び転倒骨
折等を予防するため、積極的
に筋力トレーニングを行うと
ともに、参加者同士が交流す
ることにより、介護予防及び
健康寿命の延伸を目指す。

　概ね50歳以上の参加希望者
に対し、運動が可能な方を対
象に体力測定を実施する。
　個別運動プログラムに基づ
き、筋力トレーニングと有酸
素運動を取り入れたトレーニ
ングを週1回開催する。
　筋トレ修了生の後方支援も
実施していく。

  

・第23期生募集
・第23期生の参加者を自主活
動へつなぐ支援
・筋トレ修了生の後方支援

41 04 02 01 元気はつらつ介護予防事業
【いきいき健康医療課】

1,101 　介護予防に資する基本的な
知識を普及啓発及び内容の実
施により、高齢者の主体的に
介護予防を促す。

　介護予防に資する内容を効
果的かつ効率的に実施し、
個々の高齢者の活動レベルや
役割レベルの向上をもたら
し、一人ひとりの生きがいや
自己実現への取り組みを支援
する。
　また、支援する側の介護予
防サポーターを養成し、地域
の高齢者を支える仕組みづく
りを行う。

・介護予防に関する普及啓発
・介護予防サポーター養成講
座、サポーター会議の開催
・ｅスポーツ教室の開催
・認知症の普及啓発（のうＫ
ＮＯＷの実施）

43 04 02 01 要支援高齢者把握事業
【いきいき健康医療課】

5,041 　高齢者の実態を把握し、適
切な事業につなげることによ
り、要介護状態等となること
の予防又は要介護状態等の軽
減若しくは悪化の防止を図
る。

　要介護等認定を受けていな
い高齢者の健康状態を把握
し、支援が必要な高齢者を適
切なサービスにつなげる。

　地域からの情報提供や高齢
者相談センターの訪問による
要支援高齢者の把握

40 04 02 01 ふれあいサロン事業
【いきいき健康医療課】

6,121 　高齢者が身近な場所で仲間
と交流できる場を提供し、お
しゃべりや運動の機会を増や
すことで、閉じこもりや認知
機能の低下を予防する。

　介護予防サポーターや地域
と協働し、高齢者の仲間作り
や活動の場を提供する。

・新規ふれあいサロンの開設
と把握、民間施設の活用
・ふれあいサロンの継続支援
・高齢者相談センター及びシ
ルバー人材センターとの連携
・介護予防サポーターへの謝
金の支払
・医療専門職によるフレイル
予防の健康教室や相談を実施

42 04 02 01 シニアボランティアポイン
ト事業
【高齢介護課】

118 　介護人材の不足が懸念され
る介護施設等の支援を図り、
高齢者が市内の介護保険施設
等で行うボランティア活動を
通じて、社会参加や地域貢献
することを支援し、当該高齢
者の健康づくりと介護予防を
推進する。

・介護施設等でボランティア
活動を行った高齢者に対し、
活動実績に応じてポイントを
付与する。
・一定のポイントに達した高
齢者に「ちょこっとおたすけ
絆サポート券」を交付する。

  

・ボランティアを希望する市
民への説明会の開催
・介護施設等でのボランティ
ア活動の実施
・ポイントに応じた「ちょ
こっとおたすけサポート券」
の交付
・ボランティアを受け入れる
介護施設等の把握

44 04 03 01 高齢者相談センター運営委
託事業
【高齢介護課】

188,826 　地域住民の心身の健康の保
持及び生活の安定のために必
要な援助を行うことにより、
地域住民の保健医療の向上及
び福祉の増進を包括的に支援
する。

　高齢者相談センター業務を
市内の6箇所の社会福祉法人に
委託して実施する。
・包括的支援事業
・指定介護予防支援事業
・第一号介護予防支援事業
・一般介護予防事業
・地域ケア会議
・地域ブロンズ会議事業
・認知症総合支援事業

・包括的支援事業（総合相談
支援、権利擁護、包括的・継
続的ケアマネジメント支援）
の実施
・指定介護予防支援等の実施
・一般介護予防事業（ふれあ
いサロン事業等）の実施
・認知症総合支援事業の実施
・地域ケア会議及び地域ケア
推進会議の開催等
・地域ブロンズ会議の運営支
援

45 04 03 01 高齢者総合相談支援事業
【高齢介護課】

5,560 　高齢者が住み慣れた地域で
安心してその人らしい生活を
継続することができるように
する。

　高齢者及びその家族からの
相談をワンストップで受け止
め、高齢者相談センターをは
じめとする関係機関や保健・
医療・福祉などのサービス又
は制度につなげる支援を行
う。また、そのためのネット
ワークの構築を行う。

　高齢者相談センターとの連
携

46 04 03 01 権利擁護事業
【高齢介護課】

2,401 　高齢者が住み慣れた地域で
安心して暮らし続けられるよ
う、権利侵害を受けている人
とその家族に対する支援を適
切に行う。また、身寄りがな
く、自らの権利を護れない高
齢者を支える体制を整える。

　高齢者虐待等の権利侵害に
対する個別支援、高齢者等虐
待及び消費者被害防止ネット
ワーク会議の開催、高齢者虐
待対応専門職チーム派遣の活
用等による関係機関との情報
共有、高齢者虐待等の防止に
関する普及啓発、成年後見の
市長申立て及び後見人等へ報
酬助成を行う。

・高齢者等虐待及び消費者被
害防止ネットワーク会議等の

 開催
・高齢者虐待対応専門職チー

 ム派遣の活用
・高齢者虐待等の防止に関す

 る普及啓発
・成年後見の市長申立て及び

 後見人等への報酬助成
・高齢者相談センター等の関
係機関との連携
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№ 款 項 目 事　業　【所管課】 予 算 額 目　的 概　要 令和8年度実施内容

47 04 03 01 地域ケア会議推進事業
【高齢介護課】

574 　介護支援専門員によるケア
マネジメントの質の向上を図
ることによって、高齢者の自
立、要介護状態となることの
予防又は要介護状態の重度化
の防止を図る。

・地域ケア個別会議（市が主
催する自立支援型地域ケア会
議と高齢者相談センターが主
催する地域ケア個別会議）及
び地域ケア推進会議を開催す

 る。
 ・地域ケア個別会議の開催を
通じて地域課題を把握し、地
域ケア推進会議で検討し、高
齢者施策を検討する際の参考
とする。

・地域ケア個別会議（自立支
 援型地域ケア会議）の開催
 ・地域ケア推進会議の開催

・高齢者相談センターとの連
 携

・居宅介護支援事業所、介護
保険サービス事業所向け研修
会の開催

48 04 03 01 地域ブロンズ会議事業
【高齢介護課】

9,098 　何らかの支援を必要とする
高齢者を地域で支え合う仕組
みを構築し、高齢者が住み慣
れた地域で安心して暮らし続
けられるようにする。

・地域で高齢者を支え合う仕
組みについて検討する地域ブ
ロンズ会議の設置の促進及び

 開催支援を行う。
・地域ニーズの把握と地域資
源のマッチング等を行う生活
支援コーディネーターを配置

 する。
・介護予防・生活支援サービ
スの担い手となる高齢者等の

 養成を行う。
・地域包括ケアシステムに関
する普及啓発を行う。

・第1層ブロンズ会議（介護保
 険運営協議会）の運営

・第2層及び第3層ブロンズ会
 議の活動支援

・第1層、第2層、第3層ブロン
ズ会議による情報共有及び協
働による生活支援サービスの

 実施
・生活支援コーディネーター
等による既存の担い手との連
携及び新たな担い手の養成

49 04 03 01 住宅改修手続支援事業
【高齢介護課】

33 　住宅改修費の支給申請手続
等を支援する指定居宅介護支
援事業者等に対し、理由書作
成手数料を支払うことによ
り、住宅改修を必要とする高
齢者を支援する。

　介護保険の住宅改修のみを
行う場合は、住宅改修費の支
給申請手続等を支援する介護
支援専門員等に対し居宅介護
支援費が支給されないため、
理由書の作成手数料（税別
2,000円）を支払い、住宅改修
のみを希望する高齢者を支援
する。

　介護支援専門員等への理由
書作成手数料の支払い

50 04 03 01 認知症総合支援事業
【高齢介護課】

2,401 　認知症になっても、住み慣
れた地域で可能な限り長く在
宅で安心して住み続けられる
ようにする。

　市民の認知症に対する理解
を深めるとともに、認知症の
人及びその家族等への支援を
強化する。

・認知症ケアパスの周知
・認知症カフェの設置促進
（補助）
・認知症地域支援推進員との
連携の推進
・認知症初期集中支援チーム
の運営
・チームオレンジの活動支援
・認知症講演会の実施
・認知症啓発映画上映会の開
催

51 04 03 01 認知症サポーター養成研修
事業
【高齢介護課】

219 　認知症の人とその家族が安
心して暮らし続けることがで
きる地域づくりを推進する。

　別途研修を修了した講師
（キャラバン・メイト）によ
る認知症サポーター養成講座
（講座内容…認知症の基礎知
識、早期診断・治療の重要性
等、講座時間…90分程度）を
開催し、修了者には、サポー
ターの証となる「オレンジリ
ング」と「埼玉県認知症サ
ポーター証」を交付する。

・認知症サポーター養成講座
の開催
・キャラバン・メイト、認知
症地域支援推進員交流会の開
催
・認知症サポーターステップ
アップ講座の開催
・チームオレンジの活動支援

52 04 03 01 行方不明高齢者等早期発見
支援事業
【高齢介護課】

649 　認知症の人の安全の確保と
介護する家族の介護負担の軽
減を図る。

・位置探索サービス（認知症
高齢者等が所在不明となった
場合に現在位置を探索する
サービス）の利用対象者に対
し、サービスの利用費用の一
部を助成する。
・認知症高齢者を家族の希望
により警察と共有の台帳に登
録し、登録者に番号が印字さ
れたステッカーを配付し、高
齢者の靴等に貼ってもらうこ
とによって、行方不明時の早
期発見につなげる。

・位置特定端末(携帯型及び靴
内蔵型）の利用に係る費用の
一部助成
・行方不明高齢者等早期発見
ステッカーに二次元コードを
導入、配布
・市民が所在不明になった際
の県内他市町村への早期発見
協力依頼（メールによる一斉
送信）※家族からの依頼が
あった場合のみ

53 04 03 01 在宅医療・介護連携推進事
業
【高齢介護課】

12,829 　医療や介護を必要とする高
齢者が、住み慣れた地域で人
生の最期まで暮らし続けられ
るようにする。

・地域の医療・介護サービス
 資源の把握

・在宅医療・介護連携に関す
 る課題の抽出

・在宅医療・介護サービス提
 供体制の構築

・在宅医療・介護連携に関す
 る相談支援

 ・市民への普及啓発
 ・多職種間の情報共有の支援

・在宅医療・介護関係者の研
 修

 ・県及び近隣市との連携
・認知症施策の推進

  

・在宅医療・介護連携推進委
員会での協議・検討
・在宅医療･介護相談窓口の設
置・運営（委託）
・医療･介護情報を共有するＩ
ＣＴシステムの運営（委託）
・認知症施策について医療機
関と連携
・市民への普及啓発（市民に
対する講演会の開催等）
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55 05 01 01 第１号被保険者保険料還付
事業
【高齢介護課】

5,000 　保険給付及び地域支援事業
の財源の一部である保険料を
適切に管理する。

　第1号被保険者に係る異動情
報等を基に保険料の算定（賦
課及び還付）を行う。

  

　資格喪失（死亡・転出・出
国）や特別徴収停止に係る第1
号被保険者への保険料の還付

56 05 01 02 償還金
【高齢介護課】

4 　介護保険事業及び地域支援
事業を健全に運営する。

　介護保険事業費及び地域支
援事業費について、負担金や
補助金の法定負担割合額の過
不足を確認し、過分な場合に
は、国・県・支払基金・市に
返還する。

  

　介護保険事業費及び地域支
援事業費の精算による、国、
県、支払基金、市への返還

57 05 01 03 第１号被保険者還付加算
【高齢介護課】

5 　保険給付及び地域支援事業
の財源の一部である保険料を
適切に管理する。

　第1号被保険者に係る異動情
報等を基に保険料の算定（賦
課及び還付）を行う。

  

　資格喪失（死亡・転出・出
国）や特別徴収停止に係る第1
号被保険者への保険料の還付

58 06 01 01 予備費
【高齢介護課】

3,000 　予算外の支出又は予算超過
の支出に充てる。

　不測の事態が生じた場合、
予備費充用により対応する。
 

　予算外の支出又は予算超過
の支出に対応
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